
敦賀市におけるマスク着用についての方針 

 

国は３月１３日以降、マスク着用については、「行政が一律にルールとして求めるの

ではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる」ことを基本とす

る旨を決定しました。 

これを受け、本市職員等のマスク着用等について以下のとおりとします。 

 

１ 全般 

・マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重する。 

・換気、三密回避、手洗い、手指消毒等の基本的な感染防止対策は引き続き励行する。 

・感染拡大期においては、一時的なマスク着用の呼びかけを含めた感染防止対策を 

強化する。 

２ 職員のマスク着用について 

・マスクの着脱は個人の判断に委ねることを基本とする。 

・ただし、感染不安のある方への配慮として、相手方からマスクの着用を求められ

た場合は、マスクを着用する。 

・職員が訪問する事業所等がマスク着用を推奨している場合は、マスクを着用する。 

３ 市役所来庁者、出先施設利用者のマスク着用について 

・個人の主体的な選択を尊重し、着脱は個人の判断に委ねることを基本とする。 

４ その他 

・感染対策として設置しているアクリルパネル、手指消毒液等については、継続する。 

５ 適用日 

   令和５年３月１３日 

 

            三島会館だより 

 

 

 ２月の上旬は４月になったかのようなポカポカ天気が続き、車や畑など春の支度を始め

られた方も多いのではないでしょうか。地域の皆さんお元気でしょうか？ 

 これまで２年余りもの間、世界中の生活を一変させた新型コロナウイルスもようやく下

火になって、ニュースなどでもご承知のことと思いますが、敦賀市でも「マスク」につい

ては３月１３日（月）から以下のように変更になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気を緩めることなく、「うつらない」「うつさない」！ 

 

第 ５４ 号 

令和 5年 3月 14日 

こんにちは！三島会館です。 
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市庁舎内の掲示 


